
裸火・危険物持込（スモークマシン）等使用時の解除申請方法 

 

1. 申請について 

 

・消防署への申請は、当ホール備え付けの届出書に必要書類を添付したものを２部、 

２週間前までに消防署に提出してください。 

・火気の使用にあたっては、消防署の指導事項を遵守し、万全の安全対策を講じてくだ

さい。 

・万一事故等が発生した場合、一切の責任は主催者側で負っていただきます。 

 

2. 解除申請が必要な場合 

 

1） 舞台演出用にたばこを使用する場合。 

2） 舞台演出用にローソク、花火、クラッカーなどの裸火を用いる場合。 

3） スモークマシンの発煙剤として危険物に指定されているものを使用する場合。 

（コンセプト、ディフュージョンなど） 

4） 電熱線などの高温になる機器を舞台上で使用する場合。 

5） その他、火災のおそれがある機器を舞台上で使用する場合。 

※ 申請が必要かどうか不明な場合は直接（根室市消防本部）へお尋ねください。 

    

      

 

3. 提出書類（各２部） 太文字の書類は当ホールからお渡しいたします。 

危険物品持込（スモークマシン等）の場合 

1) 届出書（別紙様式３） 

2) 届出場所の位置図（建物の場所が特定できる地図等へマーク） 

3) ｽﾓｰｸﾏｼﾝの場合{ｽﾓｰｸﾏｼﾝ一覧（使用する機器及び油脂へマーク）} 

4) 危険物品を持ち込む場所・時間（舞台図面に機器使用場所及び消火器の設置位

置、消火担当員の配置を記入したもの） 

5) 持ち込み危険物品の詳細（スモークマシン等の仕様書） 

6) 消防用設備保安点検業務仕様書（別紙） 

 

   裸火使用の場合 

1) 届出書（別紙様式３） 

2) 届出場所の位置図（建物の場所が特定できる地図等へマーク） 

3) 使用火気の詳細（ロウソクの長さ、炎の長さ等） 

4) 裸火を使用する場所・時間（舞台図面に裸火を使用場所及び消火器の設置位置、

消火担当員の配置を記入したもの） 

5) 消防用設備保安点検業務仕様書（別紙） 

 

4. 申請までの流れ 

    

① 当ホールと事前打ち合わせ、申請用紙等受け渡し 

② 必要書類の作成（各２部） 

③ 必要書類の消防署への申請（消防署への申請は主催者側で行ってください） 

④ 消防署からの通知書を会館へ提示 

〒087-0028北海道根室市大正町 1-30 

根室市消防本部 （℡ 0153-24-3164） 


